












 

 

 

 

 

【社員共育委員会】 
「高齢者雇用」について 

社員共育委員会は毎月第 3 水曜日に委員会を事務局にて開催しています。 

その中で「学習会」という時間をとり、決められた報告者が問題提起をし、討論しています。 

今月は「高齢者雇用」について討論しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

『60 歳以上採用』を積極的に推進する企業も増えている中で各社の現状や意見を出し合いました。 

「自社に高齢者がいないため就業規則にも定めていない。ハローワークに行くとその点について書類に『指

導』と押印されている。高齢者雇用制度についての指導は現状その程度のようだ」 

「プログラミング作業は高齢者には難しく、そういった事業では提案力が生かされるのではないか」 

「チームの一員というより、ベテラン一人が担当する部署がある(つくる)ことで活かせると昨年の新春交流

会で学んだ」 

「定年再雇用で立場が変わることを不快に思う方もおり、扱いが難しい」 

「セカンドライフで自分の新しい可能性を開拓できるフィールドとして中小企業に目を向ける高齢者も多い」 

「退職後別会社で活躍する高齢者の話はよく聞く。会社の歴史や、長年の蓄積を否定・改革する役割を期待

できる」 

「自社で定年延長した際、気のゆるみなのかわからないが体調不良の高齢社員が続出した。会社として 60

歳記念の人間ドック受診を勧めるなどを盛り込んだ『健康方針』を打ち出したいと考えている」 

「定年制だけでなく、取締役の役職定年についても整備した方がよい。」 

等の意見が出されました。 

また、高齢者雇用推進の背景の一つである人手不足についても 

「社長の仕事でない仕事を社長がしないと回らない、という状況が増えている」 

「社長が現場の仕事をするとその慌ただしさで充実感が得られてしまうのも事実」 

「若者の考え方や傾向が、中小企業で長く働けないタイプになっているのもあるのではないか」 

等の意見がありました。 
 

少子高齢化、人口減少は地方都市になればなるほどその色合いは濃くなり、地方都市周辺の市町村について

は更に色濃くなります。 

この事による労働力不足は国の政策でもあるように「高齢者」「女性」「障害者」「外国人」などの今までの枠

を広げる事や、在宅などの様々な働き方を取り入れて労働力の確保をしていかなければならないでしょう。 

今、現場に介入しなければならない状況があっても長期的な重要課題に着手していく事が重要だと感じまし

た。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

こんな学習会をしています。 

自社の経営課題をお持ちになってゲスト参加してみませんか？ 

【次回社員共育委員会】 

■日 時：2 月 20 日（水）17:00～19:30（基本的に第 3 水曜日に開催しています） 

■会 場：山形同友会事務局(上部参照) ※事務局に電話 1 本で OK！ゲスト参加お待ちしております。 

山形県中小企業家同友会 

委員会だより 
2018 年度第 9 号 2019.2.1 発行 

山形県中小企業家同友会 

山形市漆山大段 1865-5 TIS BLDG.201 

ＴＥＬ：023-615-8302 

ＨＰ：http://yamagata.doyu.jp/ 

 


